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(57)【要約】
　
【課題】読影医に対して読影を依頼するための紙の伝票
の作成、ＰＣ上で読影オーダを作成するためのユーザ操
作等の手間を無くし、且つ読影医による読影ワークリス
トの参照の利便性を向上させる。
【解決手段】レポート管理サーバ２０は、検査部門毎に
設けられている放射線部門画像サーバ６０、内視鏡部門
画像サーバ９０等の各画像サーバに患者情報及び／又は
検査情報の取得要求を送信し、前記各画像サーバから患
者情報及び／又は検査情報を取得する。そして、取得し
た患者情報及び／又は検査情報に基づいて、当該患者情
報及び／又は検査情報に対応する医用画像のワークオブ
ジェクトを生成する。レポート管理サーバ２０は、読影
医用ＰＣ端末４０から読影ワークリスト取得要求を受信
すると、生成されたワークオブジェクトに基づいて、読
影ワークリストを生成し、読影医用ＰＣ端末４０に送信
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医用画像、当該医用画像に対応する患者情報及び／又は検査情報を記憶する記憶手段を
有し外部からの要求に応じて各種情報を提供する画像サーバが検査部門毎に設けられてお
り、前記画像サーバと前記医用画像の読影レポートを管理するレポート管理サーバとが通
信ネットワークを介してデータ通信可能に接続された医用画像システムであって、
　前記レポート管理サーバは、
　前記各画像サーバに対して前記記憶手段に記憶されている患者情報及び／又は検査情報
の取得要求を送信する取得要求送信手段と、
　前記各画像サーバから提供される患者情報及び／又は検査情報を取得する取得手段と、
　前記取得された患者情報及び／又は検査情報に基づいて、当該患者情報及び／又は検査
情報に対応する医用画像の読影ワークリストを生成する生成手段と、
　を備える医用画像システム。
【請求項２】
　前記生成手段は、前記取得手段により取得された患者情報及び／又は検査情報に基づい
て、前記読影ワークリストに含まれる緊急度、読影医又はワークアイテムの項目を設定す
る、
　請求項１に記載の医用画像システム。
【請求項３】
　前記生成手段は、前記取得手段により取得された患者情報及び／又は検査情報に基づい
て、読影医毎に対応する読影ワークリストを生成する、
　請求項１又は２に記載の医用画像システム。
【請求項４】
　医用画像の読影レポートを管理するレポート管理サーバであって、
　前記医用画像、当該医用画像に対応する患者情報及び／又は検査情報を記憶する記憶手
段を有し外部からの要求に応じて各種情報を提供する、検査部門毎に設けられている各画
像サーバに対して、前記記憶手段に記憶されている患者情報及び／又は検査情報の取得要
求を送信する取得要求送信手段と、
　前記各画像サーバから提供される患者情報及び／又は検査情報を取得する取得手段と、
　前記取得された患者情報及び／又は検査情報に基づいて、当該患者情報及び／又は検査
情報に対応する医用画像の読影ワークリストを生成する生成手段と、
　を備えるレポート管理サーバ。
【請求項５】
　前記生成手段は、前記取得手段により取得された患者情報及び／又は検査情報に基づい
て、前記読影ワークリストに含まれる緊急度、読影医又はワークアイテムの項目を設定す
る、
　請求項４に記載のレポート管理サーバ。
【請求項６】
　前記生成手段は、前記取得手段により取得された患者情報及び／又は検査情報に基づい
て、読影医毎に対応する読影ワークリストを生成する、
　請求項４又は５に記載のレポート管理サーバ。
【請求項７】
　医用画像の読影レポートを管理するコンピュータを、
　前記医用画像、当該医用画像に対応する患者情報及び／又は検査情報を記憶する記憶手
段を有し外部からの要求に応じて各種情報を提供する、検査部門毎に設けられている各画
像サーバに対して、前記記憶手段に記憶されている患者情報及び／又は検査情報の取得要
求を送信する取得要求送信手段、
　前記各画像サーバから提供される患者情報及び／又は検査情報を取得する取得手段、
　前記取得された患者情報及び／又は検査情報に基づいて、当該患者情報及び／又は検査
情報に対応する医用画像の読影ワークリストを生成する生成手段、
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　として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医用画像システム、レポート管理サーバ及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、医療の分野では、患者を撮影した医用画像のデジタル化が実現されている。例え
ば、ＣＲ（Computed Radiography）装置、ＣＴ（Computed Tomography）装置、ＭＲＩ（M
agnetic Resonance Imaging）装置等の撮影装置により撮影され、デジタル化された医用
画像は、患者情報や検査情報等とともにＰＡＣＳ（Picture Archiving and Communicatio
n System）と呼ばれる画像サーバに保存され、管理されている。これに伴い、診断に用い
られる画像が、フィルムに出力された画像からモニタに表示された画像へと移行してきて
いる。
【０００３】
　ところで、撮影装置の種類も増え、より高解像度の画像が得られる等、技術の進歩によ
り、医師の診断においても、より高度な専門性が要求されてきている。また、撮影される
画像量が多くなってきているため、臨床医が患者と対面しながら画像診断をすることは困
難である。そのため、大規模な病院では、読影専門の医師（読影医）が画像を診断し、読
影レポート（報告書）を作成し、その結果に基づいて、臨床医が病名診断を行う場合が多
い。
【０００４】
　また、臨床医が読影医に対して読影を依頼する際には、紙の伝票を渡しているか、撮影
時に電子カルテサーバやオーダリングシステムを通じて、読影レポートを管理するための
レポート管理サーバに読影オーダ情報を送っている。
【０００５】
　例えば、ＲＩＳが読影オーダの発行を行い、読影レポートサーバが当該読影オーダを格
納し、読影レポート作成装置が読影レポート作成の進捗状況（未読影、読影中、既読影）
、検査が確定診断待ちの状態にあるか否かを表示する技術が提案されている（特許文献１
参照）。
【０００６】
　また、大規模な病院においては、放射線科、内視鏡科等の検査部門毎にシステムが構築
されており、レポート管理サーバも検査部門毎に設置されている。
【０００７】
　図１２に、上記病院における医用画像システム５のシステム構成の一例を示す。図１２
に示すように、医用画像システム５は、電子カルテサーバ５１０と、臨床医用ＰＣ端末５
２０と、読影医用ＰＣ端末５３０と、放射線部門システム６、内視鏡部門システム７、病
理部門システム８等の各検査部門システムとから構成されており、各装置及び各システム
は通信ネットワークＮを介してデータ通信可能に接続されている。
【０００８】
　放射線部門システム６は、放射線科部門内におけるシステムである。放射線部門システ
ム６は、ＲＩＳ５４０と、放射線部門画像サーバ５５０と、モダリティ５６０と、レポー
ト管理サーバ５７０とから構成されており、各装置は通信ネットワークＮを介してデータ
通信可能に接続されている。
【０００９】
　ＲＩＳ５４０は、放射線科部門内における診療予約、実績管理、材料在庫管理等の情報
管理を行う情報管理装置である。モダリティ５６０は、患者を撮影し、ＤＩＣＯＭ規格（
Digital Imaging and Communication in Medicine）に則ったＤＩＣＯＭ画像データを生
成する。放射線部門画像サーバ５５０は、モダリティ５６０において生成されたＤＩＣＯ
Ｍ画像データを保存し、管理する。レポート管理サーバ５７０は、医用画像の読影レポー
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トを管理するレポート管理機能を有し、読影医用ＰＣ端末５３０等のクライアント端末で
作成された読影レポート等を保存する。
【００１０】
　内視鏡部門システム７は、内視鏡科部門内におけるシステムである。内視鏡部門システ
ム７は、ＥＩＳ（Endoscopy Information System）５８０と、内視鏡部門画像サーバ５９
０と、内視鏡装置６００と、レポート管理サーバ６１０とから構成されており、各装置は
通信ネットワークＮを介してデータ通信可能に接続されている。
【００１１】
　ＥＩＳ５８０は、内視鏡科部門内における診療予約、実績管理、材料在庫管理等の情報
管理を行う情報管理装置である。内視鏡装置６００は、患者を撮影し、ＤＩＣＯＭ規格（
Digital Imaging and Communication in Medicine）に則ったＤＩＣＯＭ画像データを生
成する。内視鏡部門画像サーバ５９０は、内視鏡装置６００において生成されたＤＩＣＯ
Ｍ画像データを保存し、管理する。レポート管理サーバ６１０は、読影レポートを管理す
るレポート管理機能を有し、読影医用ＰＣ端末５３０等のクライアント端末で作成された
読影レポート等を保存する。
【００１２】
　病理部門システム８は、病理部門内におけるシステムである。病理部門システム８は、
上述した放射線部門システム６、内視鏡部門システム７と同様の構成となっており、その
説明を省略する。
【００１３】
　電子カルテサーバ５１０は、診療録データを管理する診療録データ管理機能を有し、患
者の病状や診断結果等を保存する。読影医用ＰＣ端末５３０は、医用画像を表示するモニ
タを有し、読影医が医用画像の読影レポートを作成することを主な目的として設置される
ＰＣ（Personal Computer）等の端末である。臨床医用ＰＣ端末５２０は、臨床医が診療
録データを作成することを主な目的として設置されるＰＣ等の端末である。
【００１４】
　電子カルテサーバ５１０は、臨床医等のユーザ操作に基づく臨床医用ＰＣ端末５２０か
らの指示信号に基づいて、患者の撮影を依頼するための撮影オーダ情報と読影オーダ情報
とを生成する。そして、電子カルテサーバ５１０は、該当する検査部門システムの情報管
理装置に、当該生成した撮影オーダ情報と読影オーダ情報とを送信する。
【００１５】
　例えば、放射線部門システム６が該当する部門システムであるとすると、電子カルテサ
ーバ５１０は、当該生成された撮影オーダ情報と読影オーダ情報とを、ＲＩＳ５４０に送
信する。そして、ＲＩＳ５４０は、撮影オーダ情報をモダリティ５６０と放射線部門画像
サーバ５５０に、読影オーダ情報をレポート管理サーバ５７０に送信する。そして、レポ
ート管理サーバ５７０は、ＲＩＳ５４０から送信された読影オーダ情報に基づいて、読影
医が行うべき読影作業を示した読影ワークリストを生成する。
【００１６】
　同様に、内視鏡部門システム７が該当する部門システムであるとすると、電子カルテサ
ーバ５１０は、当該生成された撮影オーダ情報と読影オーダ情報とを、ＥＩＳ５８０に送
信する。そして、ＥＩＳ５８０は、撮影オーダ情報を内視鏡装置６００と内視鏡部門画像
サーバ５９０に、読影オーダ情報をレポート管理サーバ６１０に送信する。そして、レポ
ート管理サーバ６１０は、ＥＩＳ５８０から送信された読影オーダ情報に基づいて、読影
ワークリストを生成する。
【００１７】
　このように、読影ワークリストは、各検査部門システムに設置されたレポート管理サー
バ（レポート管理サーバ５７０、６１０等）により、検査部門システム毎に生成される。
【特許文献１】特開２００７－９４５１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１８】
　しかし、読影ワークリストが検査部門システム毎に生成されると、読影医は、読影医用
ＰＣ端末５３０から各検査部門システムのレポート管理サーバ（レポート管理サーバ５７
０、６１０等）にアクセスする必要があり不便であった。また、検査部門システム毎にレ
ポート管理サーバが設置されているため、読影医は検査部門毎に異なる操作性で読影レポ
ートを作成する必要があった。
【００１９】
　更に、臨床医用ＰＣ端末５２０等のＰＣ上における、読影オーダ情報を作成するための
ユーザ操作は、臨床医にとって手間のかかる作業であった。
【００２０】
　また、読影オーダ情報を使用したレポートシステムを構築する場合、病院内のシステム
全体への影響が大きいため、当該レポートシステムは、大規模な病院以外で普及している
とは言い難い。そのため、臨床医は、読影医に対して読影を依頼するための紙の伝票の作
成を強いられていた。
【００２１】
　本発明は、上述したような課題に鑑みて為されたものであり、その目的とするところは
、読影医に対して読影を依頼するための紙の伝票の作成、ＰＣ上で読影オーダを作成する
ためのユーザ操作等の手間を無くし、且つ読影医による読影ワークリストの参照の利便性
を向上させることである。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　上記の課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、
　医用画像、当該医用画像に対応する患者情報及び／又は検査情報を記憶する記憶手段を
有し外部からの要求に応じて各種情報を提供する画像サーバが検査部門毎に設けられてお
り、前記画像サーバと前記医用画像の読影レポートを管理するレポート管理サーバとが通
信ネットワークを介してデータ通信可能に接続された医用画像システムであって、
　前記レポート管理サーバは、
　前記各画像サーバに対して前記記憶手段に記憶されている患者情報及び／又は検査情報
の取得要求を送信する取得要求送信手段と、
　前記各画像サーバから提供される患者情報及び／又は検査情報を取得する取得手段と、
　前記取得された患者情報及び／又は検査情報に基づいて、当該患者情報及び／又は検査
情報に対応する医用画像の読影ワークリストを生成する生成手段と、
　を備える。
【００２３】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、
　前記生成手段は、前記取得手段により取得された患者情報及び／又は検査情報に基づい
て、前記読影ワークリストに含まれる緊急度、読影医又はワークアイテムの項目を設定す
る。
【００２４】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の発明において、
　前記生成手段は、前記取得手段により取得された患者情報及び／又は検査情報に基づい
て、読影医毎に対応する読影ワークリストを生成する。
【００２５】
　請求項４に記載の発明は、
　医用画像の読影レポートを管理するレポート管理サーバであって、
　前記医用画像、当該医用画像に対応する患者情報及び／又は検査情報を記憶する記憶手
段を有し外部からの要求に応じて各種情報を提供する、検査部門毎に設けられている各画
像サーバに対して、前記記憶手段に記憶されている患者情報及び／又は検査情報の取得要
求を送信する取得要求送信手段と、
　前記各画像サーバから提供される患者情報及び／又は検査情報を取得する取得手段と、
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　前記取得された患者情報及び／又は検査情報に基づいて、当該患者情報及び／又は検査
情報に対応する医用画像の読影ワークリストを生成する生成手段と、
　を備える。
【００２６】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の発明において、
　前記生成手段は、前記取得手段により取得された患者情報及び／又は検査情報に基づい
て、前記読影ワークリストに含まれる緊急度、読影医又はワークアイテムの項目を設定す
る。
【００２７】
　請求項６に記載の発明は、請求項４又は５に記載の発明において、
　前記生成手段は、前記取得手段により取得された患者情報及び／又は検査情報に基づい
て、読影医毎に対応する読影ワークリストを生成する。
【００２８】
　請求項７に記載のプログラムは、
　医用画像の読影レポートを管理するコンピュータを、
　前記医用画像、当該医用画像に対応する患者情報及び／又は検査情報を記憶する記憶手
段を有し外部からの要求に応じて各種情報を提供する、検査部門毎に設けられている各画
像サーバに対して、前記記憶手段に記憶されている患者情報及び／又は検査情報の取得要
求を送信する取得要求送信手段、
　前記各画像サーバから提供される患者情報及び／又は検査情報を取得する取得手段、
　前記取得された患者情報及び／又は検査情報に基づいて、当該患者情報及び／又は検査
情報に対応する医用画像の読影ワークリストを生成する生成手段、
　として機能させる。
【発明の効果】
【００２９】
　請求項１、４、７に記載の発明によれば、検査部門毎に設けられている各画像サーバか
ら患者情報及び／又は検査情報を取得し、当該患者情報及び／又は検査情報に基づいて読
影ワークリストを自動的に生成する。そのため、読影医に対して読影を依頼するための紙
の伝票の作成、ＰＣ上で読影オーダを作成するためのユーザ操作等の手間を無くし、且つ
読影医による読影ワークリストの参照の利便性を向上させることができる。
【００３０】
　請求項２、５に記載の発明によれば、緊急度、読影医、ワークアイテムの項目を含む読
影ワークリストが自動的に生成され、読影医による読影ワークリストの参照の利便性を更
に向上させることができる。
【００３１】
　請求項３、６に記載の発明によれば、読影医毎の読影ワークリストが自動的に生成され
、読影医による読影ワークリストの参照の利便性を更に向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、図面を参照して、本発明に係る医用画像システムの一実施形態について説明する
。
【００３３】
[医用画像システムのシステム構成]
　図１に、医用画像システム１のシステム構成を示す。図１に示すように、医用画像シス
テム１は、電子カルテサーバ１０と、レポート管理サーバ２０と、臨床医用ＰＣ端末３０
と、読影医用ＰＣ端末４０と、放射線部門システム２、内視鏡部門システム３、病理部門
システム４等の各検査部門システムとから構成されており、各装置及び各システムは通信
ネットワークＮを介してデータ通信可能に接続されている。
【００３４】
　放射線部門システム２は、放射線科部門内におけるシステムである。また、放射線部門
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システム２は、ＲＩＳ５０と、放射線部門画像サーバ６０と、モダリティ７０とから構成
されており、各装置は通信ネットワークＮを介してデータ通信可能に接続されている。
【００３５】
　ＲＩＳ５０は、放射線科部門内における診療予約、実績管理、材料在庫管理等の情報管
理を行う情報管理装置である。ＲＩＳ５０は、電子カルテサーバ１０から受信した撮影オ
ーダ情報をモダリティ７０及び放射線部門画像サーバ６０に送信する。
【００３６】
　モダリティ７０は、ＲＩＳ５０から受信した撮影オーダ情報に従って、患者を撮影し、
医用画像の画像データ（以下、医用画像データという。）を生成する撮影装置である。ま
た、モダリティ７０は、前記撮影オーダ情報に基づいて、前記医用画像データに関する付
帯情報を生成する。そして、モダリティ７０は、医用画像データに付帯情報を付帯させて
、ＤＩＣＯＭ規格に則ったＤＩＣＯＭ画像データを生成し、放射線部門画像サーバ６０に
送信する。付帯情報は、患者情報、検査情報、シリーズ情報等を含む。患者情報は、患者
ＩＤ、患者名、生年月日、性別等の患者に関する情報である。検査情報は、検査を識別す
る検査インスタンスＵＩＤ、検査日、検査時刻、受付番号、検査部位、撮影手技、体位、
撮影装置、依頼医師、依頼科、検査記述等の撮影に関する情報である。シリーズ情報とは
、一つの検査の中で生成される撮影装置毎の一連の医用画像の単位（シリーズ）を示すシ
リーズインスタンスＵＩＤや撮影装置の種別を含むデータである。モダリティ７０として
は、ＣＲ装置、ＣＴ装置、ＭＲＩ装置等、様々な種類の医用画像を撮影する撮影装置が適
用可能である。
【００３７】
　放射線部門画像サーバ６０は、ＤＩＣＯＭ画像データ等を保存し、管理する。放射線部
門画像サーバ６０は、他装置から受信するデータ取得要求に応じて、ＤＩＣＯＭ画像デー
タ、ＤＩＣＯＭ画像データの付帯情報に含まれる患者情報、検査情報等を当該他装置に提
供する。
【００３８】
　内視鏡部門システム３は、内視鏡科部門内におけるシステムである。また、内視鏡部門
システム３は、ＥＩＳ（Endoscopy Information System）８０と、内視鏡部門画像サーバ
９０と、内視鏡装置１００とから構成されており、各装置は通信ネットワークＮを介して
データ通信可能に接続されている。
【００３９】
　ＥＩＳ８０は、内視鏡科部門内における診療予約、実績管理、材料在庫管理等の情報管
理を行う情報管理装置である。ＥＩＳ８０は、電子カルテサーバ１０から受信した撮影オ
ーダ情報を内視鏡装置１００及び内視鏡部門画像サーバ９０に送信する。
【００４０】
　内視鏡装置１００は、ＥＩＳ８０から受信した撮影オーダ情報に従って、患者を撮影し
、医用画像データを生成する撮影装置である。また、内視鏡装置１００は、前記撮影オー
ダに基づいて、前記医用画像データに関する付帯情報を生成する。そして、内視鏡装置１
００は、医用画像データに付帯情報を付帯させて、ＤＩＣＯＭ規格に則ったＤＩＣＯＭ画
像データを生成し、内視鏡部門画像サーバ９０に送信する。
【００４１】
　内視鏡部門画像サーバ９０は、ＤＩＣＯＭ画像データ等を保存し、管理する。内視鏡部
門画像サーバ９０は、他装置から受信するデータ取得要求に応じて、ＤＩＣＯＭ画像デー
タ、ＤＩＣＯＭ画像データの付帯情報に含まれる患者情報、検査情報等を当該他装置に提
供する。
【００４２】
　病理部門システム４は、病理部門内におけるシステムである。病理部門システム４は、
上述した放射線部門システム２、内視鏡部門システム３と同様の構成となっており、その
説明を省略する。
【００４３】
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　電子カルテサーバ１０は、診療録データを管理する診療録データ管理機能を有し、患者
の病状や診断結果等を保存する。電子カルテサーバ１０は、臨床医用ＰＣ端末３０や図示
しないその他のクライアント端末において作成された診療録データを保存する。また、電
子カルテサーバ１０は、臨床医用ＰＣ端末３０等からの指示信号に基づいて、患者の撮影
を依頼するための撮影オーダ情報を生成し、該当する検査部門システムの情報管理装置（
ＲＩＳ５０やＥＩＳ８０）に送信する。撮影オーダ情報は、患者情報や検査情報等を含む
。
【００４４】
　レポート管理サーバ２０は、医用画像の読影レポートを管理するレポート管理機能を有
し、読影医用ＰＣ端末４０等のクライアント端末で作成された読影レポート等を保存する
。また、レポート管理サーバ２０は、放射線部門画像サーバ６０や内視鏡部門画像サーバ
９０等の各検査部門システムの画像サーバに患者情報及び検査情報の取得要求（ＤＩＣＯ
Ｍ　Query）を送信し、患者情報及び検査情報を取得する。そして、当該患者情報及び検
査情報に基づき読影ワークリストを生成する。
【００４５】
　読影医用ＰＣ端末４０は、医用画像を表示するモニタを有し、読影医が医用画像の読影
レポートを作成することを主な目的として設置されるＰＣ（Personal Computer）等の端
末である。読影医用ＰＣ端末４０は、読影医によるユーザ操作に基づき、読影レポートを
作成し、レポート管理サーバ２０に送信する。そして、レポート管理サーバ２０は、送信
された読影レポートを保存する。また、読影医用ＰＣ端末４０は、読影医によるユーザ操
作に基づき、放射線部門画像サーバ６０や内視鏡部門画像サーバ９０等にＤＩＣＯＭ画像
データの取得要求を送信し、ＤＩＣＯＭ画像データを取得する。そして、当該ＤＩＣＯＭ
画像データに基づきモニタに医用画像を表示する。
【００４６】
　臨床医用ＰＣ端末３０は、臨床医が診療録データを作成することを主な目的として設置
されるＰＣ等の端末である。臨床医用ＰＣ端末３０は、臨床医によるユーザ操作に基づき
、診療録データを作成し、電子カルテサーバ１０に送信する。そして、電子カルテサーバ
１０は、送信された診療録データを保存する。
【００４７】
[放射線部門画像サーバの機能的構成]
　図２に、放射線部門画像サーバ６０の機能的構成を示す。図２に示すように、放射線部
門画像サーバ６０は、制御部６１、操作部６２、表示部６３、通信部６４、ＲＯＭ（Read
 Only Memory）６５、記憶装置６６を備えて構成され、各部はバス６７により接続されて
いる。
【００４８】
　制御部６１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＡＭ（Random Access Memory
）等から構成され、放射線部門画像サーバ６０の各部の処理動作を統括的に制御する。具
体的には、ＣＰＵは、操作部６２から入力される操作信号又は通信部６４により受信され
る指示信号に応じて、ＲＯＭ６５に記憶されている各種処理プログラムを読み出し、ＲＡ
Ｍ内に形成されたワークエリアに展開し、当該プログラムとの協働により各種処理を行う
。
【００４９】
　操作部６２は、カーソルキー、数字入力キー、及び各種機能キー等を備えたキーボード
と、マウス等のポインティングデバイスを備えて構成され、キーボードに対するキー操作
やマウス操作により入力された操作信号を制御部６１に出力する。
【００５０】
　表示部６３は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）により構成され、制御部６１から入
力される表示データに基づいて各種画面を表示する。
【００５１】
　通信部６４は、ＬＡＮ（Local Area Network）アダプタ、ルータ、ＴＡ（Terminal Ada
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pter）等を備え、通信ネットワークＮを介して接続されたＲＩＳ５０、モダリティ７０、
レポート管理サーバ２０、読影医用ＰＣ端末４０等の外部機器との間でデータの送受信を
行う。
【００５２】
　ＲＯＭ６５は、不揮発性の半導体メモリ等により構成され、制御プログラム、当該プロ
グラムの実行に必要なパラメータやファイル等を記憶している。
【００５３】
　記憶装置６６は、ハードディスク等から構成され、モダリティ７０により生成されたＤ
ＩＣＯＭ画像データ等を記憶する。
【００５４】
　制御部６１は、通信部６４を介して、モダリティ７０からＤＩＣＯＭ画像データを受信
すると、当該ＤＩＣＯＭ画像データを記憶装置６６に保存する（記憶させる）。
【００５５】
　また、制御部６１は、レポート管理サーバ２０から送信される患者情報及び検査情報の
取得要求に応じて、検索条件に基づいて、記憶装置６６に記憶されているＤＩＣＯＭ画像
データの付帯情報に含まれる患者情報及び検査情報の検索を行う。そして、制御部６１は
、通信部６４を制御して、検索条件に合致する患者情報及び検査情報をレポート管理サー
バ２０に送信させる。
【００５６】
　また、制御部６１は、読影医用ＰＣ端末４０から送信されるＤＩＣＯＭ画像データの取
得要求に応じて、通信部６４を制御して、記憶装置６６に記憶されているＤＩＣＯＭ画像
データを読影医用ＰＣ端末４０に送信させる。
【００５７】
[内視鏡部門画像サーバの機能的構成]
　図３に、内視鏡部門画像サーバ９０の機能的構成を示す。図３に示すように、内視鏡部
門画像サーバ９０は、制御部９１、操作部９２、表示部９３、通信部９４、ＲＯＭ９５、
記憶装置９６を備えて構成され、各部はバス９７により接続されている。
【００５８】
　制御部９１は、ＣＰＵ、ＲＡＭ等から構成され、内視鏡部門画像サーバ９０の各部の処
理動作を統括的に制御する。具体的には、ＣＰＵは、操作部９２から入力される操作信号
又は通信部９４により受信される指示信号に応じて、ＲＯＭ９５に記憶されている各種処
理プログラムを読み出し、ＲＡＭ内に形成されたワークエリアに展開し、当該プログラム
との協働により各種処理を行う。
【００５９】
　操作部９２は、カーソルキー、数字入力キー、及び各種機能キー等を備えたキーボード
と、マウス等のポインティングデバイスを備えて構成され、キーボードに対するキー操作
やマウス操作により入力された操作信号を制御部９１に出力する。
【００６０】
　表示部９３は、ＬＣＤにより構成され、制御部９１から入力される表示データに基づい
て各種画面を表示する。
【００６１】
　通信部９４は、ＬＡＮアダプタ、ルータ、ＴＡ等を備え、通信ネットワークＮを介して
接続されたＥＩＳ８０、内視鏡装置１００、レポート管理サーバ２０、読影医用ＰＣ端末
４０等の外部機器との間でデータの送受信を行う。
【００６２】
　ＲＯＭ９５は、不揮発性の半導体メモリ等により構成され、制御プログラム、当該プロ
グラムの実行に必要なパラメータやファイル等を記憶している。
【００６３】
　記憶装置９６は、ハードディスク等から構成され、内視鏡装置１００により生成された
ＤＩＣＯＭ画像データ等を記憶する。



(10) JP 2009-172227 A 2009.8.6

10

20

30

40

50

【００６４】
　制御部９１は、通信部９４を介して、内視鏡装置１００からＤＩＣＯＭ画像データを受
信すると、当該ＤＩＣＯＭ画像データを記憶装置６６に保存する（記憶させる）。
【００６５】
　制御部９１は、レポート管理サーバ２０から送信される患者情報及び検査情報の取得要
求に応じて、検索条件に基づいて、記憶装置９６に記憶されているＤＩＣＯＭ画像データ
の付帯情報に含まれる患者情報及び検査情報の検索を行う。そして、制御部９１は、通信
部９４を制御して、検索条件に合致する患者情報及び検査情報をレポート管理サーバ２０
に送信させる。
【００６６】
　また、制御部９１は、読影医用ＰＣ端末４０から送信されるＤＩＣＯＭ画像データの取
得要求に応じて、通信部９４を制御して、記憶装置９６に記憶されているＤＩＣＯＭ画像
データを読影医用ＰＣ端末４０に送信させる。
【００６７】
[レポート管理サーバの機能的構成]
　図４に、レポート管理サーバ２０の機能的構成を示す。図４に示すように、レポート管
理サーバ２０は、制御部２１、操作部２２、表示部２３、通信部２４、ＲＯＭ２５、記憶
部２６を備えて構成され、各部はバス２７により接続されている。
【００６８】
　制御部２１は、ＣＰＵ、ＲＡＭ等から構成され、レポート管理サーバ２０の各部の処理
動作を統括的に制御する。具体的には、ＣＰＵは、操作部２２から入力される操作信号又
は通信部２４により受信される指示信号に応じて、ＲＯＭ２５に記憶されている各種処理
プログラムを読み出し、ＲＡＭ内に形成されたワークエリアに展開し、当該プログラムと
の協働により各種処理を行う。
【００６９】
　操作部２２は、カーソルキー、数字入力キー、及び各種機能キー等を備えたキーボード
と、マウス等のポインティングデバイスを備えて構成され、キーボードに対するキー操作
やマウス操作により入力された操作信号を制御部２１に出力する。
【００７０】
　表示部２３は、ＬＣＤにより構成され、制御部２１から入力される表示データに基づい
て各種画面を表示する。
【００７１】
　通信部２４は、ＬＡＮアダプタ、ルータ、ＴＡ等を備え、通信ネットワークＮを介して
接続された臨床医用ＰＣ端末３０、読影医用ＰＣ端末４０、放射線部門画像サーバ６０、
内視鏡部門画像サーバ９０等の外部機器との間でデータの送受信を行う。
【００７２】
　ＲＯＭ２５は、不揮発性の半導体メモリ等により構成され、制御プログラム、当該プロ
グラムの実行に必要なパラメータやファイル等を記憶している。
【００７３】
　記憶部２６は、ハードディスク等から構成され、緊急度設定テーブル２６１、読影医師
設定テーブル２６２、ワークアイテム設定テーブル２６３等のデータを記憶する。
【００７４】
　緊急度設定テーブル２６１は、撮影が行われた撮影装置と緊急度とを対応付けるテーブ
ルであり、各撮影装置に対して「３時間以内」、「１日以内」、「３日以内」等の読影期
限が緊急度として設定されている。例えば、救急外来で使用される撮影装置に対しては、
「３時間以内」に読影を完了するように緊急度が設定される。
【００７５】
　読影医師設定テーブル２６２は、撮影が行われた撮影装置、検査部位及び曜日と読影医
師とを対応付けるテーブルであり、各撮影装置、検査部位及び曜日の組み合わせに対して
読影医師が設定されている。例えば、撮影装置や検査部位毎の専門分野に応じた医師や、
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各医師の勤務状況に応じた出勤予定の医師が設定される。
【００７６】
　ワークアイテム設定テーブル２６３は、撮影が行われた撮影装置及び検査部位とワーク
アイテムとを対応付けるテーブルであり、各撮影装置及び検査部位の組み合わせに対して
ワークアイテムが設定されている。ワークアイテムとは、読影オーダの種類を示すもので
、医用画像を診断して気付いたことを記述する「解釈」、二人の医師が個別に同一の医用
画像を読影する「二重読影」等がある。例えば、ＰＥＴ（Positron Emission Tomography
）検査の場合等、高度なスキルが必要とされる場合には「二重読影」が設定される。
【００７７】
　制御部２１は、通信部２４を制御して、放射線部門画像サーバ６０に対して記憶装置６
６に記憶されているＤＩＣＯＭ画像データの付帯情報に含まれる患者情報及び検査情報の
取得要求を送信させる。また、制御部２１は、放射線部門画像サーバ６０から提供される
患者情報及び検査情報を通信部２４を介して取得する。
【００７８】
　また、制御部２１は、通信部２４を制御して、内視鏡部門画像サーバ９０に対して記憶
装置９６に記憶されているＤＩＣＯＭ画像データの付帯情報に含まれる患者情報及び検査
情報の取得要求を送信させる。また、制御部２１は、内視鏡部門画像サーバ９０から提供
される患者情報及び検査情報を通信部２４を介して取得する。また、制御部２１は、他の
部門システム（病理部門システム４等）の画像サーバに対しても同様の処理を行う。
【００７９】
　また、制御部２１は、各部門システムの画像サーバから取得した患者情報及び検査情報
に基づいて、当該患者情報及び検査情報に対応するワークオブジェクトを生成する（以下
、当該処理を「ワークオブジェクト生成処理」と称す）。ワークオブジェクトとは、一検
査において撮影した一連の医用画像に対する読影作業に関する情報を示したデータであり
、「緊急度」、「読影医」、「ワークアイテム」「読影状況」の項目を含む。制御部２１
は、ワークオブジェクトを生成する際に、患者情報及び検査情報に基づいて、「緊急度」
、「読影医」、「ワークアイテム」の項目の値を設定する。また、制御部２１は、「読影
状況」の項目の初期値として「未」を設定する。
【００８０】
　また、制御部２１は、読影ワークリストを生成する。読影ワークリストとは、読影医が
行うべき読影作業を示したワークリストである。読影ワークリストは、一又は複数のワー
クオブジェクトから構成される。
【００８１】
　制御部２１は、通信部２４を制御して、生成された読影ワークリストを読影医用ＰＣ端
末４０等に送信させる。
【００８２】
[医用画像システム内の各装置の具体的な動作]
　次に、医用画像システム１において実行される処理の具体的な動作について説明する。
【００８３】
　図５は、医用画像システムにおいて実行される処理を示すラダーチャートである。まず
、モダリティ７０において、検査対象患者が撮影され、医用画像データに付帯情報が付帯
されてＤＩＣＯＭ画像データが生成される。そして、モダリティ７０から放射線部門画像
サーバ６０にＤＩＣＯＭ画像データが送信されると、放射線部門画像サーバ６０では、通
信部６４によりＤＩＣＯＭ画像データが受信され、制御部６１により、ＤＩＣＯＭ画像デ
ータが記憶装置６６に保存される（ステップＳ１）。
【００８４】
　また、内視鏡装置１００において、検査対象患者が撮影され、医用画像データに付帯情
報が付帯されてＤＩＣＯＭ画像データが生成される。そして、内視鏡装置１００から内視
鏡部門画像サーバ９０にＤＩＣＯＭ画像データが送信されると、内視鏡部門画像サーバ９
０では、通信部９４によりＤＩＣＯＭ画像データが受信され、制御部９１により、ＤＩＣ
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Ｍ画像データが記憶装置９６に保存される（ステップＳ２）。
【００８５】
　レポート管理サーバ２０では、制御部２１の制御に従って、通信部２４により、予め定
められた検索条件に合致する患者情報及び検査情報を取得するための取得要求が放射線部
門画像サーバ６０に送信される（ＤＩＣＯＭ　Query）（ステップＳ３）。検索条件は、
例えば、「本日」の「ＣＲ」による検査等、検査日や撮影装置によって定められている。
レポート管理サーバ２０から放射線部門画像サーバ６０への取得要求は、５分おき等、定
期的に行われる。
【００８６】
　放射線部門画像サーバ６０では、通信部６４により、レポート管理サーバ２０から患者
情報及び検査情報の取得要求が受信されると、制御部６１により、検索条件に基づいて、
記憶装置６６に記憶されている患者情報及び検査情報が検索される（ステップＳ４）。尚
、前回の取得要求を受信してから新たに追加されたＤＩＣＯＭ画像データに対応する患者
情報及び検査情報に対してのみ検索が行われる。図６（ａ）及び（ｂ）に、検査日を「２
００７年８月１２日」、撮影装置を「ＣＲ」として検索した結果の例を示す。図６（ａ）
及び（ｂ）に示すように、検索条件として設定された検査日及び撮影装置に合致する患者
ＩＤ、患者名、生年月日、性別等の患者情報と、依頼科、依頼医師、受付番号、検査日、
検査記述、撮影装置、検査部位等の検査情報とが抽出される。そして、制御部６１の制御
に従って、通信部６４により、検索条件に合致する患者情報及び検査情報がレポート管理
サーバ２０に送信される（ステップＳ５）。
【００８７】
　レポート管理サーバ２０では、制御部２１により、放射線部門画像サーバ６０から提供
される患者情報及び検査情報が通信部２４を介して取得される（ステップＳ６）。そして
、制御部２１により、取得された患者情報及び検査情報に基づいて、当該患者情報及び検
査情報に対応する医用画像のワークオブジェクト生成処理が行われる（ステップＳ７）。
そして、制御部２１により、生成されたワークオブジェクトは記憶部２６に保存される。
【００８８】
　ここで、図７を参照して、ワークオブジェクト生成処理を説明する。まず、制御部２１
により、ワークオブジェクトのオーダ番号が採番され（ステップＴ１）、放射線部門画像
サーバ６０から取得した患者情報及び検査情報の内容がワークオブジェクトとして記述さ
れる（ステップＴ２）。
【００８９】
　次に、制御部２１により、検査情報に含まれる撮影装置に基づいて、緊急度設定テーブ
ル２６１が参照され、撮影が行われた撮影装置に対応する緊急度が設定される（ステップ
Ｔ３）。
【００９０】
　次に、制御部２１により、検査情報に含まれる撮影装置、検査部位及び検査日に基づい
て、読影医師設定テーブル２６２が参照され、撮影が行われた撮影装置、検査部位及び曜
日に対応する読影医師が設定される（ステップＴ４）。
【００９１】
　次に、制御部２１により、検査情報に含まれる撮影装置及び検査部位に基づいて、ワー
クアイテム設定テーブル２６３が参照され、撮影が行われた撮影装置及び検査部位に対応
するワークアイテムが設定される（ステップＴ５）。
【００９２】
　図８に、図６（ａ）に示す検索結果（患者情報及び検査情報）に基づいて生成されたワ
ークオブジェクトの例を示す。
【００９３】
　図５に戻り、レポート管理サーバ２０では、制御部２１の制御に従って、通信部２４に
より、予め定められた検索条件に合致する患者情報及び検査情報を取得するための取得要
求が内視鏡部門画像サーバ９０に送信される（ＤＩＣＯＭ　Query）（ステップＳ８）。
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検索条件は、例えば、「本日」の「上部消化管」による検査等となる。レポート管理サー
バ２０から内視鏡部門画像サーバ９０への取得要求は、５分おき等、定期的に行われる。
【００９４】
　内視鏡部門画像サーバ９０では、通信部９４により、レポート管理サーバ２０から患者
情報及び検査情報の取得要求が受信されると、制御部９１により、検索条件に基づいて、
記憶装置９６に記憶されている患者情報及び検査情報が検索される（ステップＳ９）。尚
、前回の取得要求を受信してから新たに追加されたＤＩＣＯＭ画像データに対応する患者
情報及び検査情報に対してのみ検索が行われる。そして、制御部９１の制御に従って、通
信部９４により、検索条件に合致する患者情報及び検査情報がレポート管理サーバ２０に
送信される（ステップＳ１０）。
【００９５】
　レポート管理サーバ２０では、制御部２１により、内視鏡部門画像サーバ９０から提供
される患者情報及び検査情報が通信部２４を介して取得される（ステップＳ１１）。そし
て、制御部２１により、取得された患者情報及び検査情報に基づいて、当該患者情報及び
検査情報に対応する医用画像のワークオブジェクト生成処理が行われる（ステップＳ１２
）。そして、制御部２１により、生成されたワークオブジェクトは記憶部２６に保存され
る。
【００９６】
[レポート管理サーバと読影医用ＰＣ端末との間における具体的な動作]
　次に、レポート管理サーバ２０と読影医用ＰＣ端末４０との間において実行される処理
の具体的な動作について説明する。
【００９７】
　図９は、レポート管理サーバ２０と読影医用ＰＣ端末４０との間において実行される処
理を示すラダーチャートである。まず、読影医用ＰＣ端末４０において、読影医の操作に
基づき、読影ワークリスト取得要求が生成される。ここで、当該読影ワークリスト取得要
求には、ユーザ操作を行った読影医を特定する読影医特定情報が含まれる。例えば、読影
医用ＰＣ端末４０からレポート管理サーバ２０へのログイン名等が読影医特定情報となる
。そして、当該読影ワークリスト取得要求は、レポート管理サーバ２０に送信される（ス
テップＳ１０１）。
【００９８】
　レポート管理サーバ２０では、通信部２４により、読影医用ＰＣ端末４０から読影ワー
クリスト取得要求が受信されると、制御部２１により、当該読影ワークリスト取得要求に
含まれる読影医特定情報に基づいて、記憶部２６に記憶されているワークオブジェクトが
検索される（ステップＳ１０２）。具体的には、前記読影医特定情報と、ワークオブジェ
クトに含まれる「読影医師」とが比較され、該当するワークオブジェクトが抽出される。
そして、制御部２１により、抽出された一又は複数のワークオブジェクト（ワークオブジ
ェクト群）に基づき、読影医特定情報により特定される読影医用の読影ワークリストが生
成される（ステップＳ１０３）。そして、制御部２１の制御に従って、通信部２４により
、当該読影ワークリストが読影医用ＰＣ端末４０に送信される（ステップＳ１０４）。
【００９９】
　読影医用ＰＣ端末４０では、レポート管理サーバ２０から受信した読影ワークリストに
基づいて、読影ワークリスト画面４３１（図１０参照）がモニタに表示される（ステップ
Ｓ１０５）。
【０１００】
　図１０に、読影ワークリスト画面４３１の画面例を示す。読影ワークリスト画面４３１
は、更新ボタンｄ１、表示用読影ワークリストｄ２等から構成される。表示用読影ワーク
リストｄ２は、「患者ＩＤ」「患者氏名」「検査日」「部位」「検査種類」「読影状況」
の項目から成る。各項目は、それぞれワークオブジェクトの「患者ＩＤ」、「患者氏名」
、「検査日」、「検査部位」、「撮影装置」、「読影状況」に対応する。また、表示用読
影ワークリストｄ２の１レコードは、１つのワークオブジェクトに対応する。



(14) JP 2009-172227 A 2009.8.6

10

20

30

40

50

【０１０１】
　更新ボタンｄ１は、表示用読影ワークリストｄ２を更新するためのボタンである。更新
ボタンｄ１がクリックされると、読影ワークリスト取得要求がレポート管理サーバ２０に
送信され、表示用読影ワークリストｄ２が更新される。
【０１０２】
　また、表示用読影ワークリストｄ２のレコードがダブルクリックされると、当該レコー
ドに対応するワークオブジェクトに対応する検査の読影レポートを作成するための、読影
レポート入力画面４３２（図１１参照）がモニタに表示される。
【０１０３】
　図１１に、読影レポート入力画面４３２の画面例を示す。読影レポート入力画面４３２
は、保存ボタンｄ１１、所見入力欄ｄ１２等から構成される。読影医により所見入力欄ｄ
１２に、前記ワークオブジェクトに対応する検査の読影レポートが入力され、更に、読影
医により保存ボタンｄ１１がクリックされると、当該入力により作成された読影レポート
が、レポート管理サーバ２０に送信される。
【０１０４】
　図９に戻り、前述のように、読影医用ＰＣ端末４０では、読影レポートが作成され（ス
テップＳ１０６）、当該作成された読影レポートがレポート管理サーバ２０に送信される
（ステップＳ１０７）。
【０１０５】
　レポート管理サーバ２０では、通信部２４により、読影医用ＰＣ端末４０から読影レポ
ートが受信されると、当該読影レポートが保存される（ステップＳ１０８）。そして、制
御部２１により、該当するワークオブジェクトの項目「読影状況」の値が「未」から「済
」に更新される（ステップＳ１０９）。
【０１０６】
　以上、本実施の形態によると、レポート管理サーバ２０は、検査部門毎（放射線部門シ
ステム２、内視鏡部門システム３等）に設けられている放射線部門画像サーバ６０、内視
鏡部門画像サーバ９０等の各画像サーバに患者情報及び／又は検査情報の取得要求を送信
する。そして、レポート管理サーバ２０は、前記各画像サーバから患者情報及び／又は検
査情報を取得する。そして、レポート管理サーバ２０は、取得した患者情報及び／又は検
査情報に基づいて、当該患者情報及び／又は検査情報に対応する医用画像のワークオブジ
ェクトを自動的に生成する。レポート管理サーバ２０は、読影医用ＰＣ端末４０から読影
ワークリスト取得要求を受信すると、生成されたワークオブジェクトに基づいて、読影ワ
ークリストを自動的に生成し、読影医用ＰＣ端末４０に送信する。
【０１０７】
　よって、複数の検査部門に対する読影レポート作成作業を、レポート管理サーバ２０に
おいて、一つの読影ワークリストで管理することができる。そのため、読影医は、読影医
用ＰＣ端末４０等のＰＣからレポート管理サーバ２０にログイン（アクセス）するだけで
、自分の担当する読影作業の一覧を知ることができる。
【０１０８】
　また、レポート管理サーバ２０は検査部門毎に設置されるのではなく、医用画像システ
ム１に一台設置される。そして、当該レポート管理サーバ２０は、一台で各検査部門の読
影レポートを管理する。そのため、読影医は、同じ操作性で各検査部門の読影レポートを
作成することができる。
【０１０９】
　また、レポート管理サーバ２０は、各画像サーバ（放射線部門画像サーバ６０、内視鏡
部門画像サーバ９０等）から取得した患者情報及び／又は検査情報に基づいて、読影オー
ダに代わる読影ワークリストを自動的に生成する。そのため、臨床医は、臨床医用ＰＣ端
末５２０等のＰＣ上で読影オーダ情報を作成するための手入力を行う必要は無く、臨床医
の手間が軽減され且つ誤入力を避けることができる。
【０１１０】
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　また、レポート管理サーバ２０は、画像サーバと接続されているだけで読影ワークリス
トを自動的に生成することができる。そのため、読影オーダを生成するオーダリングシス
テムが無い場合、若しくは当該オーダリングシステムがネットワーク断線した場合でも、
読影レポート作成作業の管理を行うことができる。
【０１１１】
　尚、上記実施の形態における記述は、本発明に係る医用画像システムの一例であり、こ
れに限定されるものではない。システムを構成する各装置の細部構成及び細部動作に関し
ても適宜変更可能である。
【０１１２】
　また、上記実施の形態では、プログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な媒体と
してＲＯＭを使用した例を開示したが、この例に限定されない。その他のコンピュータ読
み取り可能な媒体として、フラッシュメモリ等の不揮発性メモリ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬
型記録媒体を適用することが可能である。また、プログラムのデータを通信回線を介して
提供する媒体として、キャリアウエーブ（搬送波）も適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】本発明の一実施形態における医用画像システムのシステム構成図である。
【図２】放射線部門画像サーバのブロック図である。
【図３】内視鏡部門画像サーバのブロック図である。
【図４】レポート管理サーバのブロック図である。
【図５】医用画像システムにおいて実行される処理を示すラダーチャートである。
【図６】検査日及び撮影装置を検索条件として検索した結果の例である。
【図７】ワークオブジェクト生成処理を示すフローチャートである。
【図８】ワークオブジェクトの例である。
【図９】レポート管理サーバと読影医用ＰＣ端末との間において実行される処理を示すラ
ダーチャートである。
【図１０】読影ワークリスト画面の画面例である。
【図１１】読影レポート入力画面の画面例である。
【図１２】従来技術における医用画像システムのシステム構成図である。
【符号の説明】
【０１１４】
１　　　　医用画像システム
２　　　　放射線部門システム
３　　　　内視鏡部門システム
４　　　　病理部門システム
５　　　　医用画像システム
６　　　　放射線部門システム
７　　　　内視鏡部門システム
８　　　　病理部門システム
１０　　　電子カルテサーバ
２０　　　レポート管理サーバ
２１　　　制御部
２２　　　操作部
２３　　　表示部
２４　　　通信部
２５　　　ＲＯＭ
２６　　　記憶部
２７　　　バス
３０　　　臨床医用ＰＣ端末
４０　　　読影医用ＰＣ端末
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５０　　　ＲＩＳ
６０　　　放射線部門画像サーバ
６１　　　制御部
６２　　　操作部
６３　　　表示部
６４　　　通信部
６５　　　ＲＯＭ
６６　　　記憶装置
６７　　　バス
７０　　　モダリティ
８０　　　ＥＩＳ
９０　　　内視鏡部門画像サーバ
９１　　　制御部
９２　　　操作部
９３　　　表示部
９４　　　通信部
９５　　　ＲＯＭ
９６　　　記憶装置
９７　　　バス
１００　　内視鏡装置
２６１　　緊急度設定テーブル
２６２　　読影医師設定テーブル
２６３　　ワークアイテム設定テーブル
４３１　　読影ワークリスト画面
４３２　　読影レポート入力画面
５１０　　電子カルテサーバ
５２０　　臨床医用ＰＣ端末
５３０　　読影医用ＰＣ端末
５４０　　ＲＩＳ
５５０　　放射線部門画像サーバ
５６０　　モダリティ
５７０　　レポート管理サーバ
５８０　　ＥＩＳ
５９０　　内視鏡部門画像サーバ
６００　　内視鏡装置
６１０　　レポート管理サーバ
ｄ１　　　更新ボタン
ｄ２　　　表示用読影ワークリスト
ｄ１１　　保存ボタン
ｄ１２　　所見入力欄
Ｎ　　　　通信ネットワーク
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